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モンゴル 

2021 年度 外部事後評価報告書 

円借款「財政・社会・経済改革開発政策借款」 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 庄 智之 

０. 要旨 

本事業は、モンゴル政府の財政・社会・経済分野の政策改革について、財政支援と政

策対話等を通じてその着実な実行を支援することにより、安定的なマクロ経済運営、社

会的弱者支援の促進、経済成長の強化を図り、もってモンゴルの財政・社会・経済安定

化に寄与することを目的に実施された。本事業では、他ドナーとの協調融資を通じて、

財政・金融、社会保護、産業育成等に係る改革を支援しており、モンゴルの開発政策、

開発ニーズと合致している。事業計画やアプローチ等も適切であった。また、日本の開

発協力方針との整合性、関連 JICA 事業との内的整合性、ドナー間の連携や相互補完と

いった外的整合性も十分に認められることから、妥当性・整合性は非常に高い。本事業

はモンゴルのデフォルト（債務不履行）の回避に大きく貢献した。また、本事業の実施

により、歳出削減や歳入拡大、国庫の一元的管理、財政規律の強化等が行われて、財政

安定化や公的債務の削減、外貨準備の拡大に寄与があった。コロナ対策として一部の改

革が一時的に保留・見直されているものの、本事業は、モンゴルのマクロ経済安定化に

大きく貢献している。この間、財政・金融政策の引き締めがもたらす副作用から社会的

弱者を守るため、フードスタンププログラム等、社会保護手当の予算が十分に確保され、

貧困がわずかながら改善した。投資環境整備や経済多角化には、長期的な観点から継続

的な支援が必要であるが、産業人材育成やインフラ整備において一定の成果が認められ

る。よって、有効性・インパクトは高い。 

 

１. 事業の概要 

 

   

    事業位置図（モンゴル全土）         モンゴル大蔵省庁舎 

 

１.１ 事業の背景 

モンゴル経済は、石炭や銅を中心とした鉱物資源の輸出に大きく依存し、特に中国向
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けの輸出が 9 割を占めている。そのため、資源価格や中国の景気動向などの外部要因に

影響されやすく、2015 年から 2016 年にかけて中国経済が減速し資源価格が下落した際、

実質経済成長率が鈍化して財政収支が悪化し、財政赤字幅が 2016 年に名目 GDP 比

15.3％にまで拡大した。さらに、輸出不振により国際収支が悪化し、鉱山開発などへの

海外直接投資の流入も停滞して外貨準備が縮小したため、モンゴル政府は、2017 年と

2018 年に償還期限を迎える巨額の政府保証債や国債の償還目途が立たなくなり1、デフ

ォルトの危機に瀕した。 

このような状況の下、国際通貨基金（IMF）の理事会は 2017 年 5 月、デフォルトを

回避し、さらには財政再建、外貨準備の積み上げ、債務持続性の回復、金融セクターの

構造改革などを目的として、約 4 億 3,000 万米ドルの拡大信用供与措置（Extended Fund 

Facility。以下、「EFF」という）を承認し、世界銀行、アジア開発銀行（ADB）、日本、

中国、韓国の各ドナーを取りまとめて、EFF を中心とした総額 56 億米ドル規模の国際

的支援パッケージを組成した。日本はモンゴルの財政・経済危機への対応強化を支援す

るため、最大 8 億 5,000 万米ドルの支援を約束し、JICA は当初その 3 分の 1 ずつを各

フェーズに分けて実施することを計画していた。本事業はその第 1 フェーズに相当す

る。 

 

１.２ 事業概要 

モンゴル政府の財政・社会・経済分野の政策改革について、財政支援と政策対話等を

通じてその着実な実行を支援することにより、安定的なマクロ経済運営、社会的弱者支

援の促進、経済成長の強化を図り、もってモンゴルの財政・社会・経済安定化に寄与す

る。 

 

円借款承諾額/実行額 32,000 百万円/ 32,000 百万円 

交換公文締結/借款契約調印 2017 年 12 月/ 2017 年 12 月 

借款契約条件 金利 0.8％ 

返済 

（うち据置 

20 年 

  6 年） 

調達条件 一般アンタイド 

借入人/実施機関 モンゴル国政府/大蔵省 

事業完成 2017 年 12 月 

事業対象地域 モンゴル全土 

本体契約 なし 

コンサルタント契約 - 

関連調査 

（フィージビリティー・スタ

ディ：F/S）等 

なし 

 
1 モンゴル政府は、インフラ開発の資金調達のため、2012 年から国際市場でドル建ての国債や政府

保証付き開発銀行債を大量に発行していた。  
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関連事業 【技術協力】 

 開発政策・公共投資にかかる情報収集・確認

調査（2016 年 10 月～2017 年 2 月） 

 国税庁徴税機能強化及び国際課税取組支援プ

ロジェクトフェーズ 1、同フェーズ 2（2013 年

11 月～2016 年 10 月、2017 年 1 月～2020 年 1

月） 

 内部監査能力向上支援プロジェクトフェーズ

1、同フェーズ 2（2012 年 1 月～2014 年 7 月、

2014 年 9 月～2017 年 8 月） 

 一次及び二次レベル医療施設従事者のための

卒後研修強化プロジェクト（2015 年 5 月～

2020 年 5 月） 

 日本モンゴル教育病院運営管理及び医療サー

ビス提供の体制確立プロジェクト（2017 年 3

月～2022 年 3 月） 

 ウランバートル市マスタープラン計画・実施

能力改善プロジェクト（2014 年 9 月～2018 年

12 月） 

 ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロ

ジェクトフェーズ 1、同フェーズ 2（2010 年 3

月～2013 年 3 月、2013 年 12 月～2017 年 6

月） 

 資本市場規制・監督能力向上プロジェクトフ

ェーズ 1、同フェーズ 2（2014 年 7 月～2017

年 6 月、2019 年 3 月～2022 年 2 月） 

 公正競争環境改善プロジェクトフェーズ 1、

同フェーズ 2（2015 年 9 月～2018 年 9 月、

2020 年 1 月～2022 年 12 月） 

 モンゴル日本人材開発センタービジネス人材

育成・交流拠点機能強化プロジェクト（2015

年 4 月～2020 年 4 月） 

 投資環境・促進にかかる情報収集・確認調査

（2015 年 11 月～2017 年 3 月） 

 農牧業セクターにかかる情報収集・確認調査

（2016 年 12 月～2017 年 6 月） 

 公共投資計画策定能力強化プロジェクト

（2019 年 2 月～2023 年 2 月） 

【円借款】 

 新ウランバートル国際空港建設事業（I）、同

（II）（2008 年 5 月 L/A 調印、2015 年 4 月 L/A

調印） 

 工学系高等教育支援事業（2014 年 3 月 L/A 調

印） 

 社会セクター支援プログラム（Ⅰ）、同（Ⅱ）

（2009 年 6 月 L/A 調印、2012 年 3 月 L/A 調

印） 

【無償資金協力】 
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 日本モンゴル教育病院建設計画（2015 年 5 月

G/A 調印） 

【その他国際機関、援助機関等】 

 国際通貨基金（ IMF）「拡大信用供与措置

（EFF）」（2017 年 5 月理事会承認） 

 世界銀行「開発政策借款フェーズ 1」（2017 年

11 月理事会承認） 

 アジア開発銀行（ADB）「銀行部門政策ベース

借款」（2017 年 5 月理事会承認）、「社会福祉

部門政策ベース借款フェーズ 1」（2015 年 10

月理事会承認）、同フェーズ 2（2017 年 5 月理

事会承認） 

 中国人民銀行「モンゴル銀行との通貨スワッ

プ協定」の期限（2017 年 8 月）の 3 年延長

（2017 年 7 月正式合意） 

 

２. 調査の概要 

２.１ 外部評価者 

 庄 智之 （アイ・シー・ネット株式会社） 

 

２.２ 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。  

調査期間：2021 年 12 月～2022 年 12 月 

 現地調査：2022 年 2 月 20 日～3 月 4 日、2022 年 5 月 15 日～5 月 27 日 

 

２.３ 評価の制約 

 本事業はプログラム型借款であることから、主な評価項目は、妥当性、整合性、有効

性、インパクトとした。効率性は、インプット（コスト）とアウトプット（成果）の定

量的な比較が困難であることから、分析・評価を行っていない。持続性については、多

岐にわたる政策アクションから成る開発政策借款が、特定プロジェクトの実施を想定し

て適用している評価枠組みに必ずしもなじまないため、「政策・制度」、「組織・体制」、

「リスクへの対応」に関して、評価が可能な部分のみを分析対象とした。サブレーティ

ングは、「妥当性・整合性」、「有効性・インパクト」のみ付与し、総合レーティングは

付与していない。 

本事業に関連して、当初 2018 年度にフェーズ 2、2019 年度にフェーズ 3 の実施が計

画されていたが、未実施に終わっている。詳細は「（４）IMF のレビューがオフトラッ

クとなった背景とその影響」（15 ページ）を参照。ポリシーマトリクスには2、「今後講

ずべき主な政策アクション（次フェーズのトリガー）」（以下、「政策アクション（次フ

 
2 ポリシーマトリクスは、開発政策借款が支援する改革プログラムの実施条件やトリガー、目標値を

全て要約したもの。  
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ェーズのトリガー、要約部分）」という）と指標が設定されているが、指標の目標値は、

後継フェーズの実施を前提に定められていた。また、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）拡大の影響で、2020 年以降の状況は目標値が決められたときとは前提が

大きく異なっている。そのため、指標の達成状況の分析にあたり、後継フェーズが実施

されなかったことや COVID-19 の影響について留意する必要がある。本事業の有効性・

インパクトの評価では、 政策アクション指標の目標値達成の有無によって、事業効果

の発現を単純に判断せず、政策アクション（次フェーズのトリガー、要約部分）の達成

状況の確認を基本としたうえで、指標目標値の達成・進捗状況の分析などを加味して、

総合的に判断した。 

 

３. 評価結果  

３.１ 妥当性・整合性（レーティング：④3） 

３.１.１ 妥当性（レーティング：④） 

３.１.１.１ 開発政策との整合性 

 審査時、モンゴル政府の長期開発政策文書である「持続的開発ビジョン 2030」（2016

年 2 月）は、財政赤字と債務の削減、外貨準備の拡大、ビジネス・投資環境の改善など

の経済政策目標を掲げており、また社会開発に関して、脆弱な世帯への十分な社会福祉

サービスの提供と予算の確保をうたっていた。「政府行動計画 2016～2020 年」（2016 年

9 月）は、長期開発政策に準拠して、予算外支出の停止や歳出の削減、開発銀行改革や

税制改革、国際収支の改善など、直面する経済的困難を克服するための緊急対策を掲げ

ていた。そのうえで、これら対策を具現化するため、「パートナー諸国、国際金融機関

から低利長期の資金を調達する」ことを盛り込んだ「経済回復プログラム」（2016 年 11

月）が策定されていた。 

 事後評価時、「ビジョン 2050」（2020 年 6 月）は、債務の削減や外貨準備の拡大、投

資環境の改善などを通じたマクロ経済の安定化を掲げ、さらに、脆弱な世帯・国民への

十分な社会福祉補助の提供といった社会福祉改革をうたっている。「政府行動計画 2020

～2024 年」（2020 年 8 月）も、COVID-19 感染拡大に対する特別対策を前面に掲げつつ、

「同計画 2016 年～2020 年」の基本政策を踏襲している。「新再生政策」（2021 年 12 月）

は、COVID-19 感染拡大が社会経済にもたらす負の影響を克服するため、経済成長の阻

害要因を除去し、「ビジョン 2050」の目標達成のために必要な条件を確保・整備するこ

とを目指しているといえる。 

 このように、モンゴル政府は、審査時から事後評価時まで一貫して、財政赤字の削減、

債務の適切な管理、外貨準備の拡大、国際収支の改善といったマクロ経済運営、投資環

境の整備、社会福祉サービスの向上に係る政策目標を掲げてきた。以上より、本事業は、

モンゴル政府の開発政策と整合している。 

 
3 ④：「非常に高い」、③：「高い」、②：「やや低い」、①：「低い」 
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３.１.１.２ 開発ニーズとの整合性 

 審査時、モンゴル政府は極めて高い資金ニーズを有していた。2016 年末時点の公的

債務は GDP 比 102％に達し（GDP 比 16％に相当するモンゴル銀行と中国人民銀行との

スワップラインを含む）、そのうち対外債務は GDP 比 62％にのぼった。外貨準備が輸

入の 2.4 カ月分を切る水準に落ち込むなか、モンゴル開発銀行（Development Bank of 

Mongolia。以下「DBM」という）が発行した 5 億 8,000 万米ドルの政府保証債と 5 億米

ドルの国債（チンギス債）の償還期限がそれぞれ 2017 年 3 月と 2018 年 1 月に迫ってお

り、公的部門の資金需要は、2017 年には 23 億 2,000 万米ドル（GDP 比 23％）、2018 年

には 22 億 6,000 万米ドル（GDP 比 21.8％）に達すると推定されていた4。IMF の EFF を

中心とする国際的支援パッケージの早急な組成がなければ、デフォルトによる深刻な経

済危機が懸念されていたが、日本の参加なしに必要な規模の国際的支援パッケージの組

成は不可能であったため、本事業は危機に瀕したモンゴルの資金ギャップ解消に不可欠

であった。 

 モンゴル政府は、デフォルトを回避したのちも、国家財政を持続的にファイナンスし

て、財政余地や外貨準備を拡大し、外的ショックに対するバッファーを築くため、高い

資金ニーズを持ち続けている。ただ、財政再建や債務削減の努力に加え、資源価格の回

復にも助けられて、いったんは財政収支や国際収支が改善し、外貨準備も健全な水準に

回復している。そのため、IMF の EFF レビューが 2018 年 11 月以降オフトラックとな

って資金がディスバースされず、本事業の後継フェーズが未実施に終わったにもかかわ

らず、モンゴル政府は国際的信用を維持することに成功し、対外支払いに関して大きな

プレッシャーを受けることを免れてきた。しかし、表１のとおり、大型の債務償還は 2022

年と 2023 年にも控えている。事後評価時、外国投資家のモンゴル国債に対する投資意

欲は維持されており、償還債券のロールオーバー（借換え）に関して大きな不安要因は

認められないが5、中国のゼロコロナ政策やロシアによるウクライナ侵攻が長引けば、

モンゴル経済への悪影響が懸念される。外的ショックへの備えはますます重要になって

おり、事後評価時、モンゴル政府の資金ニーズは引き続き高い。 

 

表１ モンゴル政府発行済み債券 

発行者 発行年 満期 期間 クーポン 通貨 
金額 

（残高*） 
備考 

政府 2012 年 12 月 2022 年 12 月 10 年 5.125％ 米ドル 10 億 

(1.37 億) 

チンギス債 

政府 2017 年 11 月 2023 年 5 月 5.5 年 5.625％ 米ドル 8 億 

(5.33 億) 

ゲレゲ債 

DBM 2018 年 10 月 2023 年 10 月 5 年 7.25％ 米ドル 5 億 2017 年 3 月満

期の 5.8 億ド

ル分のロール

オーバー 

 
4 モンゴル大蔵省、JICA 提供資料 
5 IMF モンゴル事務所へのヒアリング（2022 年 6 月）。 
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DBM 2013 年 12 月 2023 年 12 月 10 年 1.52％ 日本円 300 億円 サムライ債 

政府 2017 年 3 月 2024 年 3 月 7 年 8.75％ 米ドル 6 億 フラルダイ債 

出所：モンゴル大蔵省、JICA 提供資料 

注：残高 (*) はロールオーバーされていない償還金額。政府は 2020 年にノマド債（60 億米ドル）、

2021 年にセンチュリー債（6 年債 5 億米ドルと 10 年債 5 億米ドル）を発行し、チンギス債等の一部

をロールオーバーした。2022 年満期残高は政府予算から返済される計画。2023 年満期残高は「政府

債務管理戦略 2023～2025 年」に基づいてロールオーバーもしくは政府予算から返済される見込み6。 

 

 また審査時、モンゴル政府は、「持続的開発ビジョン 2030」や「政府行動計画 2016～

2020 年」、「経済回復プログラム」に示されているとおり、国際社会の信頼を回復・維持

するため、財政・銀行部門の改革を着実に実行する必要性に迫られていた。同時に、こ

れら財政・金融セクター改革の副作用が社会的弱者に及ぶのを緩和するため、社会保護

制度の効率化を図りながら、社会的弱者への補助金支給額を十分に確保し、生活環境を

改善することが必要となっていた。さらに、資源価格の変動に左右される脆弱な経済構

造の長期的な克服に向けて、産業多角化を推進するための人材育成や技術能力の向上、

さらには、投資環境の改善に向けて、法制度やインフラの整備などへの高いニーズが存

在した。 

 本事業の実施後、これら財政・金融セクターや社会セクター、産業セクターの改革に

係る政策アクション（次フェーズのトリガー、要約部分）は、2019 年初頭にいったん、

すべての項目で達成が確認されている。しかし、モンゴル政府は、外的ショックに対す

るバッファーの構築と国際社会の信頼の維持に向けて、財政・社会・経済改革を引き続

き着実に実行していくニーズを有している。以上より、本事業は一貫してモンゴルの開

発ニーズに合致している。 

 

３.１.１.３ 事業計画やアプローチ等の適切さ 

（１）パラレル型の協調支援 

本事業は、モンゴルの政策改革を支援するという共通目標の下に各ドナーが連携して

対応するパラレル型の協調融資として実施された。審査時、デフォルトの危機からモン

ゴルを救済するには、表２のとおり、56 億米ドル超の融資が必要と考えられていた。こ

の規模の国際支援パッケージの組成は、JICA をはじめとする各ドナーの協力がなけれ

ば不可能であったため、協調融資として実施されたことは当然であったといえる。また、

各ドナーは、モンゴルにおいて技術的助言や支援の豊富な実績を有していた。よって、

ドナー間でポリシーマトリクスを共同管理するジョイント型ではなく、おのおのが優先

度の高いと考える政策分野において強みを活かしつつ改革支援を行う、パラレル型アプ

ローチの採用も適切であった。 

 

 

 
6 モンゴル大蔵省へのヒアリング（2022 年 5 月） 
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表２ 国際的支援パッケージ 

単位：百万米ドル 

ドナー 当初計画金額 最終合意金額 支援実績 

JICA 850 850 283.3 

IMF 430 430 221.4 

世界銀行 600 440 220 

ADB 900 600 540 

中国（通貨 

スワップの 

延長） 

約 2,200 

（15,000 百万 

人民元） 

約 2,200 約 2,200 

韓国 700* 60 60 

合計 5,680 4,580 3,524.7 

出所：モンゴル大蔵省、JICA 提供資料  

注：韓国の当初計画額 (*) はプロジェクト融資を含む。 

 

（２）ポリシーマトリクスの策定過程とロジック 

パラレル型の協調融資のため、JICA 以外のドナーは、政策アクションのドナー間で

の重複を避けることを原則として、独自のポリシーマトリクスを策定・管理している。

他方、JICA は、財政・準財政・財政規律の政策アクションは IMF と世銀、銀行部門の

政策アクションは IMF と ADB、社会的弱者への補助金ターゲット化の政策アクション

は世銀からそれぞれ採用し、包括的なポリシーマトリクスを策定した（詳細は「別添 ポ

リシーマトリクス達成状況一覧表」を参照）。その背景には、JICA が最大 8 億 5,000 万

米ドルという IMF や世銀よりも大きな金額の資金供与を約束していたため、改革プロ

グラムの中核を成す財政・準財政・財政規律や銀行部門、社会的弱者への補助金ターゲ

ット化に係る政策アクションに関して、JICA のマトリクスにも取り入れて、JICA でも

独自にモニタリングすることを望んだためと考えられる。このことは、円借款金額の規

模を考慮すれば、説明責任の観点からも適切な判断であったといえる。財政・金融セク

ター改革や補助金ターゲット化に係る政策アクションのモニタリングにおいて、当該分

野で豊富な知見と専門性を有する他ドナーの報告を活用する計画も現実的で適切であ

った。 

 

（３）関連 JICA 事業との連携 

本事業は、モンゴルにおける関連 JICA 事業の活動をポリシーマトリクスに組み入れ

て、政策レベルの改革と現場レベルの活動成果の連携を図っている。特に、「経済成長

の強化」分野の産業多角化や投資環境の整備は一朝一夕に達成できるものではないため、

JICA の強みを発揮できる産業人材育成や法制度整備など、地道な技術協力などを通じ

て継続的な改革支援やモニタリングを担保するアプローチは、理に適ったものとして評

価できる。ポリシーマトリクスに組み込むことで、個々の関連事業の成果達成に向けた

インセンティブも高まり、活動が促進されることも期待された。関連事業との連携を図

るアプローチは、デザインや運用実施面で改善の余地が認められるものの7、人材育成

 
7 JICA 独自のポリシーマトリクス部分にも、関連事業と直接関係のない政策アクション（租税条約、
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やインフラ整備などにおいて、一定の成果を上げている。 

 

（４）事業のロジック 

JICA の包括的なポリシーマトリクスは、1）財政・経済危機への直接的な対策（安定

的なマクロ経済運営）、2）財政・経済危機対策の社会的弱者への副作用を緩和する対策

（社会的弱者支援の促進）、3）財政・経済危機を招いたモンゴル経済の構造的な脆弱性

を中長期に改善する対策（経済成長の強化）、の三本柱から構成されており、大枠の論

理的経路は適切である。モンゴルの長期的開発政策とも合致している。また、個々の政

策アクションが上位のアウトカムに至る因果連鎖のロジックも、政策改革の時間軸が事

業のモニタリング期間と一致しないという開発政策借款に共通の課題はあるが、基本的

に妥当である。 

 

よって、本事業の事業計画やアプローチ等は適切であることが認められる。 

 

以上より、本事業の実施は、モンゴルの開発政策、開発ニーズと十分に合致しており、

事業計画やアプローチも適切であった。また、関連 JICA 事業との連携は他案件に示唆

を与える内容である。 

 

３.１.２ 整合性（レーティング：③） 

３.１.２.１ 日本の開発協力方針との整合性 

本事業は、日本政府の「対モンゴル国国別開発協力方針」（2012 年 5 月）で掲げられ

ている「行政能力や透明性の向上による財政管理・金融機能の強化、高度な知識・技術

を有する人材育成、関連法・制度整備やその運用能力の向上等のガバナンス体制の確立・

定着に向けた支援を実施する」と「産業構造の多角化を見据えた中小・零細企業を中心

とする雇用創出を支援する」に該当するものであった。また、「戦略的パートナーシッ

プのための日本・モンゴル中期行動計画（2017～2021 年）」（2017 年 3 月）で言及され

ている「日本国政府は，国際通貨基金（IMF）の下で策定された国際的な支援パッケー

ジを評価し、その一環として、モンゴル政府が経済・財政上の困難を克服し、経済の中

長期的な成長・安定化を図るため協力する」に合致するものであった。「対モンゴル国

JICA 国別分析ペーパー」（2017 年 9 月）も、「健全なマクロ経済の運営とガバナンス強

化」、「環境と調和した均衡ある経済成長の実現」、「インクルーシブな社会の実現」を重

点課題として定めており、本事業は、審査時における日本の援助政策と整合性が認めら

 
経済連携協定）が含まれており、必ずしもアプローチに忠実なマトリクスとなっていない。関連事業

には、政策改革との直接的な関連性が必ずしも高くないもの（モンゴル医科大学の卒後研修プログラ

ム、ゲル地区の区画整理事業、ゲル地区の大気汚染対策）も含まれる。また、やむを得ないことでは

あるが、関連事業が、審査時のポリシーマトリクス策定段階から事後評価時の政策アクションのモニ

タリング段階まで継続して実施されずに途中で完了したり、次フェーズが開始されるまでにギャップ

が生じたりしている。 
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れる。 

 

３.１.２.２ 内的整合性 

 本事業では、上述のとおり、政策レベルの改革と現場レベルの活動成果の連携を図る

アプローチが採用されている。その結果、「国税庁徴税機能強化及び国際課税取組支援

プロジェクト」や「資本市場規制・監督能力向上プロジェクト」、「公正競争環境改善プ

ロジェクト」などの技術協力プロジェクトが人材育成や法制度の整備を通じて、継続的

な改革の支援に貢献している。さらに、「新ウランバートル国際空港建設事業」などの

資金協力事業が、投資環境の改善に寄与するなど、本事業との間で一定の相乗効果をも

たらしており、十分な内的整合性が認められる。 

 

３.１.２.３ 外的整合性 

 本事業は、パラレル型の協調融資であり、ドナー間で密接な連携をとりながら、相互

に補完し整合性のあるポリシーマトリクスが策定されている。JICA は、財政・準財政・

財政規律や銀行部門、社会的弱者への補助金ターゲット化に関する政策アクションを他

ドナーのマトリクスから採用する一方、「経済成長の強化」分野の産業多角化や投資環

境の改善については、JICA の強みである人材育成や法制度整備に係る政策アクション

を組み入れた包括的なポリシーマトリクスを策定している。世銀や ADB も、JICA を含

むドナー間の良好な協力関係が、相互に整合性の高いポリシーマトリクスの策定を可能

にしたことを評価している8。 

 

 以上をまとめると、本事業の実施は、日本の開発協力方針と合致しており、関連 JICA

事業との内的整合性、ドナー間の連携や相互補完といった外的整合性も十分に認められ

る。 

 

以上より、妥当性・整合性は非常に高い。 

 

３.２ 有効性・インパクト9（レーティング：③） 

３.２.１ 有効性 

３.２.１.１ ポリシーマトリクスと評価の枠組み 

本事業は、財政・社会・経済分野の政策改革の実行を支援するものであり、表３のと

おり、改革の進捗を有効にモニタリングするため、「安定的なマクロ経済運営」分野 10

件、「社会的弱者支援の促進」分野 5 件、「経済成長の強化」分野 9 件の政策アクション

 
8 「開発政策借款フェーズ 1 プログラム文書」、世銀、2017 年 10 月、ワシントン（35～36 ページ）；

「銀行部門政策ベース借款 完了報告書」、ADB、2020 年 7 月、マニラ（4、8 ページ）；「社会福祉部

門政策ベース借款フェーズ 2 完了報告書」、ADB、2020 年 8 月、マニラ（3、5、11 ページ） 
9 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。  
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（合計 24 件）からなるポリシーマトリクスが策定された。ポリシーマトリクスは、政

策アクション（次フェーズのトリガー、要約部分）と指標のほか、「主なプライヤーア

クション（これまでの改革努力）」（以下、「プライヤーアクション」という）から成り、

審査時、政策アクション（次フェーズのトリガー、要約部分）は 2018 年 3 月末までに

すべて達成されるべきことが、日蒙双方で合意されていた。また、指標の目標値は、本

事業完了の 2 年後（2019 年 12 月）に達成状況が確認される計画であった。なお、本事

業の貸付実行条件であるプライヤーアクションは、審査時までにすべてが達成済みであ

ることが確認された10。 

 

表３ 本事業のポリシーマトリクス（抜粋） 

政策項目 

主なプライヤー

アクション 

（これまでの改

革努力） 

今後講ずべき主

な政策アクショ

ン（次フェーズ

のトリガー) 

／達成状況* 

指標名 

／達成状況* 

基準値（2016

年 12 月） 

目標値（2019

年 12 月） 

安定的なマクロ経済運営 

中期財政運営枠

組 

2017 年補正予

算及び中期財政

フレームワーク

国会承認 

IMF プログラム

に 準 拠 し た

2018 年予算国

会承認 ／達成 

GDP 比財政赤

字／一部達成 

17.0％ 6.9％ 

歳出見直し 資本支出支払い

遅 延 防 止 の た

め、約束手形プ

ログラムを廃止 

公共投資合理化

ガイドライン閣

議承認／達成 

約束手形決済の

ための資本支出

額／達成 

6,720 億トグロ

グ 

0 ト グ ロ グ

（2017-2019 年） 

歳入拡大 高額所得者の個

人所得税率引き

上げ、アルコー

ル・タバコ増税 

免税制度の簡略

化／達成 

GDP 比個人所

得税、アルコー

ル・タバコ税収

／一部達成 

3.3％ 3.7％ 

モンゴル開発銀

行改革 

モンゴル開発銀

行による資本支

出停止 

包括的外部監査

実施、結果の一

般公表⇒達成 

モンゴル開発銀

行による資本支

出／達成 

2,520 億トグロ

グ 

0 トグログ 

モンゴル中央銀

行改革 

モンゴル中央銀

行による住宅貸

付プログラム停

止 

効率的な住宅貸

付プログラムと

なるよう制度再

構築／達成 

モンゴル中央銀

行による住宅貸

付プログラム純

貸付額／一部達

成 

4,040 億トグロ

グ 

0 トグログ 

財政協議会設立  財政協議会設立

に向けた関連法

改正／達成 

財政協議会の設

立／達成 

未設立 

 

設立 

大蔵省予算統制  国会による歳出 国会による歳入 未改正 改正され、財政

 
10  開発政策借款ではプライヤーアクションに関する事前評価を通じて資金が供与されるため、類似

の開発政策借款の事後評価では、有効性の分析・評価において、プライヤーアクションの達成状況の

確認を重視しているものもある。しかし本事業では、デフォルト回避のため緊急に国際的支援パッケ

ージを組成する必要がある状況のもとで、ポリシーマトリクスが策定されプライヤーアクションが設

定されている。よって、プライヤーアクションの達成状況の確認は参考程度にとどめた。 
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政策項目 

主なプライヤー

アクション 

（これまでの改

革努力） 

今後講ずべき主

な政策アクショ

ン（次フェーズ

のトリガー) 

／達成状況* 

指標名 

／達成状況* 

基準値（2016

年 12 月） 

目標値（2019

年 12 月） 

権強化 拡大圧力を防ぐ

ための統合予算

法改正／達成 

拡大圧力を防ぐ

ための統合予算

法の改正／一部

達成 

赤字が低減 

不良債権対策 資産管理会社設

立に向けた省庁

横断ワーキング

ループ設立 

透明性のある不

良債権処理の進

展／達成 

資産管理会社の

設立／未達成 

未設立 設立 

銀行監督・規制

強化 

モンゴル中央銀

行が銀行業界再

編ステップを提

示 

モンゴル中央銀

行が国際的慣習

に則った資本規

制、早期介入措

置を実施／達成 

国際的慣習に則

った資本規制、

早期介入措置の

実施／一部達成 

未実施 実施され、未達

銀行の業界再編

が進展 

銀行ガバナンス

強化 

金融セクターの

ガバナンス向上

の段階を示した

経済再生計画国

会承認 

長期的金融市場

発展戦略策定／

達成 

長期的金融市場

発展戦略の策定

／一部達成 

未策定 策定され、外資

系銀行 

の参入が促進 

社会的弱者支援の促進 

社会的弱者への

補助金ターゲッ

ト化 

2017 年補正予

算でのターゲッ

ト化したフード

スタンププログ

ラム予算額維持 

中期財政フレー

ム ワ ー ク に 即

し、フードスタ

ンププログラム

予算額増加／達

成 

・フードスタン

ププログラム支

給対象世帯 

・同世帯当たり

支給額／達成 

・26,000 世帯 

・45,500 トグロ

グ/世帯 

基準値に比べ世

帯数及び支給額

ともに増加 

サービスデリバ

リー強化 

医療指導者養成

ワークショップ

政策策定のため

の政府手続き承

認 

医療指導者養成

ワークショップ

政策及び指針承

認／達成 

医療指導者養成

ワークショップ

／達成 

医療指導者養成

ワークショップ

政策提案がワー

キンググループ

で議論 

医療指導者養成

ワークショップ

を政策に基づき

継続実施 

モンゴル国立医

科大での卒後研

修のための省庁

間連携必要性認

識 

卒後研修プログ

ラム実施フレー

ムワーク強化の

ための連携プロ

セス確認／達成 

卒後研修プログ

ラム実施フレー

ムワークの策定

／達成 

未策定 

 

実施のためのフ

レームワーク確

立 

社会的弱者の生

活環境改善 

ゲル地区開発を

含むマスタープ

ラン実施計画閣

議承認 

土地区画整理事

業対象モデル候

補地区の選定／

達成 

土地区画整理事

業対象モデル地

区の選定と開発

／達成 

モデル地区未選

定 

モデル地区のイ

ンフラ開発進展 

国家大気汚染削

減プログラム閣

議承認 

ゲル地区の非効

率石炭燃焼のエ

ネルギー転換促

進／達成 

大気汚染物質／

一部達成 

PM2.5 - 256 ㎍

/m3 

PM10 - 279 ㎍

/m3 

SO2 - 89 ㎍/m3 

基準値に比べ改

善 
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政策項目 

主なプライヤー

アクション 

（これまでの改

革努力） 

今後講ずべき主

な政策アクショ

ン（次フェーズ

のトリガー) 

／達成状況* 

指標名 

／達成状況* 

基準値（2016

年 12 月） 

目標値（2019

年 12 月） 

経済成長の強化 

FDI の活性化 二国間の健全な

投資・経済交流

促進に資する内

容の租税条約締

結を目指すこと

で日本モンゴル

両政府は一致 

二国間の健全な

投資・経済交流

促進に資する租

税条約の締結に

向けた協議が進

展／達成 

租税条約の締結

／未達成 

未締結 締結（2021 年） 

日本モンゴル経

済連携協定発効 

投資問題の改善

を通じた直接投

資の増大／達成 

登録日本企業数

／達成 

557 社（2015 年

8 月） 

基準値に比べ増

加 

投資環境整備と

経済多角化 

新ウランバート

ル国際空港開港

のためのコンセ

ッション契約交

渉開始 

新ウランバート

ル国際空港開港

のためのコンセ

ッション契約交

渉妥結支援、空

港関連施設の早

期整備／達成 

・新ウランバー

トル国際空港開

港開設状況 

・年間旅客数 

・GDP 比観光業

／一部達成 

・未開港 

・100 万人 

・ 1.0 ％ （ 2015

年） 

・開港 

・120 万人 

・1.2％ 

証券会社監督ガ

イドライン更新 

資本市場人材育

成制度刷新／達

成 

国際基準の証券

外務員人数／達

成 

0 人 100 人 

競争法改正に向

けたセミナー実

施、及びワーキ

ンググループ設

置 

競争法改正案国

会提出、関連規

則整備開始／未

達成 

競争法改正案／

未達成 

未起草 競争法改正案・

関連規則施行 

日本の高等専門

学校に対する留

学生派遣開始 

産業多角化に資

する技術人材養

成／達成 

日本の高等専門

学校に対する留

学生派遣数／達

成 

24 人 70 人 

ビジネス人材育

成事業の強化を

含む、モンゴル

日本人材開発セ

ンターの中期事

業計画策定 

ビジネスコース

を受講する中小

企業数増加／達

成 

ビジネスコース

受講中小企業数

／達成 

468 社（2015 年

までの累計） 

600 社（2019 年

までの累計） 

日本及びモンゴ

ルでビジネス環

境 セ ミ ナ ー 開

催、ビジネス環

境ガイド等発行 

モンゴルでフォ

ローアップセミ

ナー開催、ビジ

ネスマッチング

強化／達成 

モンゴルでのセ

ミナー参加企業

数／未達成 

30 社 100 社（2019 年

までの累計） 

農牧業分野のモ

ンゴル政府代表

農牧業分野の新

規協力案件形成

農牧業分野の新

規案件／達成 

未形成 案件が採択・開

始される 
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政策項目 

主なプライヤー

アクション 

（これまでの改

革努力） 

今後講ずべき主

な政策アクショ

ン（次フェーズ

のトリガー) 

／達成状況* 

指標名 

／達成状況* 

基準値（2016

年 12 月） 

目標値（2019

年 12 月） 

団が訪日 のためのワーキ

ンググループ設

置／達成 

出所：JICA 事業事前評価表  

注：達成状況 (*) は評価者による追記。  

 

なお、有効性とインパクトの分析・評価にあたり、財政・債務危機への対策である「安

定的なマクロ経済運営」分野の政策アクションは、有効性に係る直接的なアウトカムと

して整理する一方、財政・金融セクター改革が社会的弱者に及ぼす副作用の緩和を主目

的とする「社会的弱者支援の促進」分野や、モンゴル経済の脆弱性の抜本的な克服を目

指す「経済成長の強化」分野の政策アクションは、インパクトに係る間接的なアウトカ

ムとして整理した。 

 

（１）政策アクション（次フェーズのトリガー、要約部分）の達成状況 

 事後評価時、24 件の政策アクション（次フェーズのトリガー、要約部分）のうち、23

件の達成が確認された（詳細は「別添 ポリシーマトリクス達成状況一覧表」を参照）。

既述のとおり、これら政策アクションは、審査時、フェーズ 2 の貸付実行の条件となっ

ていたため、2018 年 3 月末までにすべて達成されるべきことが、日蒙双方で合意され

ていた。2019 年 1 月に実施されたフェーズ 2 の審査ミッションでは、全 24 件の政策ア

クション（次フェーズトリガー、要約部分）の達成がいったん確認されていたが、その

後「経済成長の強化」分野の競争法改正案の国会提出に係る政策アクションは、改正案

が差し戻されて未達に終わっている。事後評価時も同改正案は国会に提出されていない。 

 

（２）政策アクションの指標の達成状況 

 事後評価時、24 件の政策アクションのうち、20 件（83.3％）で目標値が達成もしくは

一部達成されている（表４を参照）。一方、「安定的なマクロ経済運営」分野（不良債権

対策）の資産管理会社の設立、「経済成長の強化」分野（FDI の活性化）の租税条約の締

結、同分野（投資環境整備と経済多角化）の競争法改正案は未達となっている。 
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表４ 指標の達成状況 

                                    単位：件 

改革分野 達成 
一部達

成 
未達成 計 

安定的なマクロ経済運

営 
3 6 1 10 

社会的弱者支援の促進 ４ １ 0 5 

経済成長の強化 5 1 3 9 

計 12 8 4 24 

 

（３）「安定的なマクロ経済運営」の指標の達成状況  

 政策アクション 10 件のうち、9 件で指標の目標値が達成もしくは一部達成されてい

る。財政分野では、2016 年に GDP 比 15.3％の赤字だった財政収支が、2018 年に黒字に

転換、2019 年は GDP 比 2.0％の赤字で目標値の赤字幅 6.9％を大幅に達成した。歳出見

直しでは、2016 年に約 2,600 億トグログに達していた約束手形決済の資本支出額が、約

束手形プログラムの廃止により 2017 年以降ゼロに削減されている。歳入拡大に関して

は、税制改革が実施されて、個人所得税とアルコール・タバコ税収が 2019 年に GDP 比

3.7％の目標値を超えた11。準財政分野では、DBM による資本支出が廃止されたことに

加え、モンゴル銀行（Bank of Mongolia、以下「BOM」という）による住宅貸付プログ

ラムの貸付額も、過去の貸付の返済金額の範囲内にとどめられて、国庫の一元化が進ん

だ。また、財政規律の分野では、財政協議会が設立され、国会による歳出拡大圧力を抑

制するため統合予算法が改正された。銀行部門に関しては、国際的慣習に則った早期介

入措置や破綻処理の整備に向けて一定の進展があったほか、長期的金融市場発展戦略が

策定されて、銀行監督・規制やガバナンス強化に向けた枠組みが整備された。以上より、

事後評価時、「安定的なマクロ経済運営」分野の指標は、その目標値をおおむね達成し

ていることが認められる。 

銀行部門の指標の一つ、資産管理会社の設立が達成されていない背景には、不良債権

処理における資産管理会社の役割について、主要ドナーや BOM の間でコンセンサスが

得られなかったという事情がある。資産管理会社の設立を推進する ADB に対して、IMF

は、①モラルハザードの発生、②設立に必要な財源、③資産管理会社のガバナンスとい

った問題への懸念から、銀行の資本増強と再編を優先する立場を採っている12。なお、

ADB 独立評価局は、同行「銀行セクター再建・金融安定強化プログラム」の検証報告書

において、資産管理会社が設立されず不良債権削減が進まなかったことを理由に、同プ

ログラムを不成功（Less than successful）と評価している13。 

 

 「安定的なマクロ経済運営」分野に関連する主要なマクロ経済指標を見ると、モンゴ

 
11「モンゴル 4 条協議スタッフ報告書 2019 年」IMF、2019 年 9 月、ワシントン 
12 IMF モンゴル事務所、ADB モンゴル事務所、BOM へのヒアリング（2022 年 6 月、同 3 月、同 3

月）。 
13「銀行部門政策ベース借款 検証報告書」、ADB、2021 年 3 月、マニラ 
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ル経済は、本事業が実施された 2017 年以降、順調に回復しており、COVID-19 感染拡大

前の実質経済成長率は 2017 年 5.6％、2018 年 7.7％、2019 年 5.5％であった。この間、

財政収支が大幅に改善し、2018 年にはいったん財政黒字を達成した。また、外貨準備が

2016 年の対外債務比 5.3％から 2019 年には 13.8％に拡大し、外的ショックに対するバ

ッファーの構築が進んだ（表５を参照）。コロナ禍でモンゴル経済は 2020 年にマイナス

成長を記録し、財政収支は再び大幅な赤字となったが、2017～2019 年に築かれたバッ

ファーのため、外貨準備は本事業実施当時の 3 倍近い水準を維持しており、対外支払い

能力に関して特に不安は認められない14。 

 

表５ 「安定的なマクロ経済運営」の関連データの推移 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

実質 GDP 成長率（％） 1.5 5.6 7.7 5.5 ▲4.4 1.4 

財政総合収支（％

GDP） 
▲15.3 ▲6.4 0.1 ▲2.0 ▲12.0 ▲8.8 

経常収支（％GDP） ▲6.3 ▲10.1 ▲14.4 ▲15.2 ▲5.1 -- 

公的債務（％GDP） 87.6 84.7 72.6 68.4 77.3 79.5 

総準備高（輸入月数

比） 
2.38 4.41 4.21 4.67 6.10 -- 

総準備高（％対外債

務） 
5.3 10.8 11.9 13.8 13.7 -- 

出所：IMF、世界銀行、モンゴル大蔵省 

 

「社会的弱者支援の促進」と「経済成長の強化」の指標の達成状況は、次項「３.２.

２ インパクト」を参照。 

 

（４）IMF のレビューがオフトラックとなった背景とその影響 

本事業の後継フェーズは未実施に終わっている。その理由は、ポリシーマトリクスに

「IMF のレビューにより EFF オントラック」がフェーズ 2 実施の前提条件として明記

されていたが、EFF がオフトラックとなり、IMF の支援が継続されなかったためである。

IMFは、銀行規制・監督強化の政策アクションに関して、資産査定（Asset Quality Review、

以下「AQR」という）の実施と資本規制未達銀行の資本増強・国有化（システム上重要

な 5 大銀行の場合）もしくは統合・再編（中小銀行の場合）を BOM に求めていたが、

その遅れを理由に、第 5 次レビュー（2018 年 10 月）を最後に EFF をオフトラックとし

た。IMF は銀行部門の資金規制強化に関して、金融セクターのガバナンスに強い懸念を

抱いていたと思われる15。その後、銀行部門改革は COVID-19 の影響もあり停滞したが、

BOM は、資本増強と株主集中排除を目的として、2021 年 2 月に銀行法を改正し、5 大

銀行に対して 2022 年 6 月末までに新規上場（Initial Public Offering、以下「IPO」とい

う）を義務づけると同時に、2023 年末までにすべての商業銀行に対して単一株主の株

 
14 IMF モンゴル事務所、大蔵省へのヒアリング（2022 年 6 月、同 2 月と 5 月）。 
15 IMF モンゴル事務所へのヒアリング（2022 年 6 月）。 
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式持分の上限を 20％とする出資規制を発表した。IMF は BOM の改革努力を評価しつつ

も、AQR の実施を優先すべきであるとして 2022 年 5 月に IPO の延期を要請、BOM は

IPO の期限を 1 年延期することに同意した。 

 

モンゴル政府は、外的ショックに対するバッファー構築のため、フェーズ 2 の審査時、

日本側にフェーズ 2 の実施を繰り返し要請していた。ただし、本事業の実施後、外貨準

備が健全な水準に回復しているため、EFF がオフトラックとなり本事業の後継フェーズ

が未実施に終わったにもかかわらず、モンゴル政府は対外支払いに関して大きなプレッ

シャーを受けることを免れている。 

一方、ポリシーマトリクスのモニタリングについては、後継フェーズが実施されなか

ったことにより、日蒙双方の関係者の間で、政策アクションの達成状況を継続的に確認

するインセンティブが失われている。事後評価時、本事業実施後の人事異動などのため、

政策アクションの指標の達成状況を全く把握していない関係機関が少なからず存在し

た。 

 

３.２.１.２ 定性的効果（その他の効果） 

（１）デフォルト回避への貢献 

本事業の審査時（2017 年 11 月）、2017 年 3 月が償還期限の政府保証付き DBM 債の

債券交換と 2018 年 1 月が償還期日である国債の償還用借換え債券の発行の目途は既に

立っており、デフォルトの危機は回避されていた。そのため、本事業の事業目的として、

デフォルト回避は掲げられていない。しかし、その背景には、国際金融市場が、IMF を

中心とする国際的支援枠組みの組成を確実視して、モンゴルの信用が回復したという事

情がある。IMF は、56 億米ドルにのぼる支援パッケージを取りまとめるため、日本の

参加を同支援枠組みの立ち上げに不可欠な前提条件とみなしていたが、本事業の実施を

通じて日本の国際的支援枠組みへの参加が果たされている。本事業による資金供与の約

束がなければ、国際的支援パッケージの組成は不可能であったことから、本事業は、モ

ンゴルをデフォルトと深刻な財政・経済危機から救済することに大きく貢献している。

本事業によって供与された資金は対 GDP 比で 3.1％にのぼり、モンゴルの国庫に移管さ

れて一般財政支援に活用され、財政安定化に大きく寄与している。 

 

３.２.２ インパクト 

３.２.２.１ インパクトの発現状況 

（１）「社会的弱者支援の促進」の指標の達成状況 

政策アクション 5 件のうち、 全 5 件で指標の目標値が達成もしくは一部達成されて

いる（表３と表４を参照）。社会的弱者への補助金ターゲット化に関しては、2016 年に

26,076 世帯だったフードスタンププログラムの受給世帯数が 2017 年 45,458 世帯、2018

年 47,311 世帯、2019 年 44,801 世帯と、2016 年から 2019 年にかけて 70％以上増加し、
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世帯当たり支給額（月額）も 2016 年の 45,500 トグログから 2017～2019 年は 56,000 ト

グログに 23％増額されるなど、財政改革がもたらす副作用から社会的弱者を守るため

の予算が十分に確保された。2020 年には COVID-19 対策として、世帯当たり支給額は

112,000 トグログにまで一時引き上げられた。サービスデリバリー強化に関しては、医

療指導者養成ワークショップが継続して実施されて、医師の卒後研修カリキュラムが改

訂されている。社会的弱者の生活環境改善に関しても、チンゲルテイとスフバートルの

二つのゲル地区が土地区画整理事業対象モデル地区に選定され、両地区の約 420 世帯を

対象に水道や暖房システムを備えたモデル地区が開発された。また、ウランバートル市

では大気汚染削減のため、2019 年 5 月以降、粗炭の使用が基本的に禁止された結果、

大気中の粒子状物質（PM2.5 と PM10）の含有量が大幅に減少している16。以上より、

「社会的弱者支援の促進」分野の指標は、その目標値をおおむね達成しているといえる。 

なお、社会的弱者への補助金ターゲット化に関して、ADB 独立評価局は、「社会福祉

支援プログラム・フェーズ 2」の検証報告書で、緊縮財政のもとで社会的弱者への補助

金支給額が維持されターゲット化も強化されたことを理由に、同プログラムを成功

（Successful）と評価している17。他方、IMF は、貧困・脆弱層へのターゲット化が不十

分であるとし、モンゴルの社会保護制度の効率性に対して厳しい評価を下している18。

世銀は、同行の「開発政策借款フェーズ 1」の評価報告書をまだ公表していないが、財

政改革下で社会的弱者へのセーフティネットが維持拡大されたことを評価している。た

だし、コロナ禍下でターゲット化が後退したことや、フードスタンププログラムのター

ゲット化に使用されている代理資力調査（Proxy Means Test: PMT19）の精度が高くない

ことを懸念している20。 

 

モンゴルの貧困率は、財政改革により歳出削減が進んだ 2016 年から 2018 年にかけ

て、1.2 ポイント改善している。特に地方部で改善がみられる。所得最下位 20％層の所

得占有率も有意に悪化していない。貧困率は、2018 年から 2020 年にかけても、若干で

あるが改善している（表６を参照）。 

 

 

 

 

 

 
16  ただし、二酸化硫黄（SO2）の大気中濃度は、おそらく交通量の大幅な増加のため上昇している。 
17 「社会福祉支援プログラム・フェーズ 2 検証報告書」、ADB、2021 年 1 月、マニラ 
18 「モンゴル 4 条協議スタッフ報告書 2021 年」IMF、2021 年 11 月、ワシントン 
19 世帯所得を、世帯所得に相関の強い世帯や世帯構成員の属性（例えば、世帯構成員数、住居のタイ

プ、耐久消費財や家畜の所有の有無、世帯主の年齢など）に基づいて推測する統計的手法。 
20 世銀モンゴル事務所へのヒアリング（2022 年 3 月）。PMT の精度向上のため、労働・社会保護省

は、ターゲット化に使用する世帯データベースのアップデートと PMT モデルの改善に取り組んでい

る。 
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表６ 「社会的弱者支援の促進」の関連データの推移 

指標 2016 2018 2020 

貧困率（％） 29.6 28.4 27.8 

貧困率、都市部（％） 27.1 27.2 26.5 

貧困率、地方部（％） 34.9 30.8 30.5 

所得最上位 20％層の所得占有率 40.6 40.9 -- 

所得最下位 20％層の所得占有率 8.0 7.9 -- 

ジニ係数 33.1 34.0 -- 

出所：世界銀行 

 

（２）「経済成長の強化」指標の達成状況 

政策アクション 9 件のうち、6 件で指標の目標値が達成もしくは一部達成されている。

FDI への活性化に関しては、2017 年から 2020 年にかけて新たに日本企業 84 社がモン

ゴルで登録している。投資環境整備と経済多角化に関しては、新ウランバートル国際空

港が日本の支援によって 2021 年 7 月に開港した。また、関連 JICA 事業の支援を受け

て、2021 年までに証券外務員が 286 人資格認定され、日本の高等専門学校に 177 人の

留学生が派遣されているほか、モンゴル・日本人材開発センターでビジネスコースを受

講した中小企業数が累計で 1,098 社に達している。農牧業分野で新規の技術協力も採

択・開始されている。以上より、産業人材の育成やインフラの整備などに一定の成果が

認められるため、事後評価時、「経済成長の強化」分野の指標は、その目標値をおおむ

ね達成しているといえる。ただし、設定された指標の多くは個別案件の活動に直結する

現場レベルのものであり、後述のとおり、これら政策アクション指標の達成がセクター

レベルの効果発現に寄与していることは認められない。 

「経済成長の強化」分野の政策アクションのうち、FDI への活性化に関する租税条約

の締結、及び投資環境整備と経済多角化に関する、競争法改正案とモンゴルでのセミナ

ー参加企業数に係る指標は達成されていない。租税条約に関して、モンゴル政府は、国

際企業の税務対策で租税条約が濫用され、巨額の歳入が海外に流出しているとみて、過

去に一部の締結済みの条約を破棄した。その後、新たな租税条約の締結に慎重になって

いると見られ、日本に限らず新たな二国間の租税条約を締結していない。 

競争法改正案は、2019 年 12 月に副首相から国会に提出されたが、その後、モンゴル

憲法が改正されたため、改正案を改正憲法に整合するよう修正し再提出するよう求める

国会決議が採択され、改正案が却下された。2020 年の国会選挙後、国会にイノベーショ

ン・電子政策常任委員会と産業政策常任委員会が設置され、さらに文化省が設立された

ことにより、改正案はこれらの常任委員会や文化省でも審議が必要となった。2021 年 7

月に新たな改正案がまとめられたが、司法・内務省と大蔵省は、両省のコメントが十分

に反映されていないとして改正案の閣議提出に反対し、改正案は国会に提出されなかっ

た。 

モンゴルでのセミナー参加企業数の目標値は、モンゴルでフォローアップセミナーが

開催されていないため未達成である。ただし、2019 年 12 月に東京で開催された日本モ
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ンゴル・ビジネスフォーラムには、日本の企業や政府機関から 200 人以上、モンゴル側

から 40 人以上が参加した。また、2021 年 5 月には同フォーラムがオンラインで開催さ

れ、日蒙双方から 400 人以上が参加している。 

参考データまでにマクロ経済指標を確認すると、既述のとおり、実質経済成長率は、

COVID-19 感染拡大前は 2017 年 5.6％、2018 年 7.7％、2019 年 5.5％であった。2020 年

にマイナス 4.4％に落ち込んだが、2021 年には 1.4％にまで持ち直している（表５を参

照）。海外直接投資の純流入は 2016 年に GDP 比 37.2％の流出が 2017 年に 13.0％の流入

に転じ、2018 年は 14.8％、2019 年は 17.2％と拡大している。一方、投資環境の整備に

関しては、世銀の Doing Business 調査（Ease of Doing Business ランキング）で、モンゴ

ルは 2016 年～2020 年に 25 ランク順位を下げている。世界経済フォーラムの世界競争

力指標 4.0 でも、モンゴルは 2017 年から 2019 年にかけて少しずつ順位を下げており

（表７を参照）、特に金融市場の発展に関して評価が低い。 

 

表７ 「経済成長の強化」の関連データの推移 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 

海外直接投資、純流入（名目 USD 百

万） 
▲4,156 1,494 1,952 2,443 1,719 

海外直接投資、純流入（％GDP） ▲37.2 13.0 14.8 17.2 12.9 

世銀 Doing Business 調査順位 56 64 62 74 81 

世界競争力指標 4.0 順位 

（世界中央値） 
-- 

95 

（69） 

99 

（70） 

102 

（71） 
-- 

農林漁業、付加価値割合（％GDP） 12.5 11.0 11.3 11.5 12.8 

鉱業・採石業、付加価値割合（％

GDP） 

20.7 25.8 26.4 25.8 24.1 

工業、付加価値割合（％GDP） 15.1 14.6 14.6 15.1 16.1 

サービス業、付加価値割合（％GDP） 51.7 48.6 47.7 47.6 47.0 

出所：IMF、世界銀行、世界経済フォーラム、モンゴル国家統計局  

 

（３）定性的効果指標の達成状況 

審査時、事業効果を測る定性的効果指標として次の二つが定められていた。 

 モンゴル政府の政策立案・実施能力の強化 

 民間投資促進 

 

 政府の政策立案・実施能力の強化は、主に、モンゴル経済の脆弱性の抜本的な克服を

目指す「経済成長の強化」分野の人材育成や能力強化の成果のうえに達成されることが

期待されていたと思われる。民間投資促進も、インパクトとして整理した同分野の投資

環境が整備されたのち、その成果のうえに実現が期待されるものといえる。よって、こ

れらの定性的効果指標も比較的長期のインパクトに係る間接的なアウトカムとして整

理した。 

 政府の政策立案・実施能力の強化に関して、「資本市場規制・監督能力向上プロジェ

クト」が金融監督委員会（Financial Regulatory Commission、以下「FRC」という）によ
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るリスクベース手法を用いた証券会社の監督・規制や自主規制機関のコンセプトペーパ

ー草案の作成を支援し、FRC の監督能力強化に寄与した。「公正競争環境改善プロジェ

クト」も公正競争・消費者保護庁の検査官の人材育成や競争法改正案への助言、関連規

制の整備を支援している21。財政分野では、「国税庁徴税機能強化及び国際課税取組支援

プロジェクト」が国際課税分野の担い手となる職員の人材育成を図り、また第二次税制

改革の実施を支援して、大蔵省関係者からも高い評価を受けている。「マクロ経済政策

計画能力向上プロジェクト」は、ポリシーマトリクスには含まれていないが、マクロ経

済推測統計モデルを開発、運用させることによって、精緻なマクロ経済動向シミュレー

ションを基に、政策分析・策定をする能力を向上させた。大蔵省職員とドナー間の政策

協議をより深めることにも寄与している。人材育成や能力強化には、継続的な取り組み

が欠かせないが、本事業は、関連する技術協力プロジェクトと連携することによって、

モンゴル政府の政策立案・実施能力の強化に一定程度貢献していることが認められる。 

 民間投資の促進は、その前提となる投資環境改善の成果がまだ十分に認められないた

め、効果発現に至っていない。本事業は人材育成や法制度整備で投資環境の整備に寄与

しているが、COVID-19 の影響もあって、民間投資や鉱物セクター以外への投資はほと

んど拡大していない。民間投資の促進には、良好なビジネス環境の創出に向けて、継続

的な改革に加え、行政による公正で透明かつ予測可能な法制度の運用が求められる22。 

 なお、ポリシーマトリクスには、新ウランバートル国際空港の開港のためのコンセッ

ション契約交渉妥結支援と空港関連施設の早期整備が含まれているが、同空港の運営権

は 2019 年 7 月に日蒙の合弁会社が獲得した。空港建設も円借款を資金として日本企業

連合が手掛けており、2021 年 7 月に開港した同空港は、建設から運営までを日本企業

連合が担った案件となっている。 

 

３.２.２.２ その他、正負のインパクト 

 本事業は、「フードスタンプは主に世帯の女性により活用されているため、女性の経済活動

支援と言える」として、ジェンダー活動統合案件に分類されている。2018 年の貧困率をみる

と、男性を世帯主にもつ人口は 27.6％、女性を世帯主にもつ人口は 31.7％で、女性を世帯主に

もつ人口の方が高い。しかし、全人口の 80.7％が男性を世帯主としているため、貧困人口のう

ち女性世帯主の世帯に暮らす比率は 21.5％に限られている23。フードスタンプ受給世帯に占め

る女性世帯主の比率データは入手できなかったが、フードスタンプの全受給者に占める女性の

割合は 53％（2020 年）で24、全人口に占める男女比率と大きな差はみられない。関係者へのヒ

アリングからも、フードスタンププログラムが、主に世帯の女性により活用されているという

 
21 「令和 2 年度外務省 ODA 評価 モンゴル国別評価（第三者評価）報告書」、2021 年 3 月 
22 日本・モンゴル人材開発センターへのヒアリング（2022 年 5 月）。 
23 「モンゴル貧困アップデート 2018 年」、モンゴル国家統計局、世界銀行、2020 年、ウランバート

ル 
24 「Main Aspects of the Food Stamp Program」（ADB 調査への分析報告書）、Bayarkhuu Tsookhuu、 2021

年 
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事実は確認されなかった25。 

 

有効性・インパクトについてまとめると、事後評価時、24 件の政策アクション（次フ

ェーズのトリガー、要約部分）のうち、23 件が達成されている。また、指標は、20 件

で目標値が達成もしくは一部達成されている。その結果、「安定的なマクロ経済運営」

分野では、COVID-19 感染拡大前には財政収支が改善し、外貨準備が拡大した。その後、

財政収支は再び赤字となっているが、外的ショックに対するバッファーが構築されてい

たおかげで、政府の対外支払い能力に関して特に不安はない。「社会的弱者支援の強化」

分野では、社会的弱者を守るための予算が十分に確保されて、サービスデリバリーの強

化や生活環境の改善も限定的ではあるが確認された。モンゴルの貧困率は 2016 年から

2020 年にかけて継続的に改善しており、所得格差も拡大していない。長期的な観点か

ら継続的な支援が必要な「経済成長の強化」分野でも、産業人材の育成やインフラの整

備で一定の成果が認められる。加えて、本事業は、国際的支援パッケージの組成を通じ

て、デフォルトと深刻な財政・経済危機の回避に大きく貢献している。  

 以上より、本事業の実施により概ね計画どおりの効果の発現がみられ、有効性・イン

パクトは高い。 

 

３.３ 持続性 

３.３.１ 政策・制度 

 モンゴル政府は、歳出削減や歳入拡大、国庫の一元的管理、財政規律の強化などを推

進し、財政安定化や公的債務の削減、外貨準備の拡大に成果を上げた。しかし、2020 年

以降 COVID-19 感染拡大の影響に対処するため、さまざまな特別措置が設けられており

26、2021 年には財政安定法が時限的に改正された。中央銀行の住宅貸付プログラムから

の完全撤退も、コロナ感染対策法 （2020 年 4 月）により 2023 年末まで延期されてい

る。子ども手当は 2020 年からすべての子どもが対象となり、支給額（月額）が 20,000

トグログから 5 倍増の 100,000 トグログに引き上げられるなど、補助金ターゲット化、

社会保護制度の効率化は後退している。これらの大部分は、非常事態のもとでの一時的・

時限的な措置であるため、直ちに本事業の持続性を損なうものではないが、中国のゼロ

コロナ政策やロシアによるウクライナ侵攻の影響にも留意する必要がある。 

 

３.３.２ 組織・体制 

 審査時、大蔵省に開発金融局を事務局として省庁間ワーキンググループが設立され、

 
25 モンゴル政府は、コロナ禍でフードスタンプや子ども手当等、社会保護の支給対象が拡大した結果、

女性の労働参加率が低下していることをむしろ懸念している（世銀モンゴル事務所へのヒアリング

（2022 年 3 月））。 
26 食品や医薬品への輸入関税の免除、子ども手当と失業手当の増額、フードスタンププログラムの手

当増額、個人所得税及び法人税と社会保障保険料の免除・減額、家賃収入の免税、中小企業への信用

保証拡大と開発銀行からカシミア業者へのソフトローンの拡大など。 
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大蔵副大臣の統括のもと、多岐にわたる実施関係機関の間や対ドナーとの調整が効果的

になされた。しかし、本事業の完了報告（2018 年 3 月）とフェーズ 2 の審査ミッショ

ン（2019 年 1 月）以降、組織立ったポリシーマトリクスのモニタリングは実施されて

いない。審査時に「政策改革の効果をフォローアップするため大蔵省開発金融局に対し

政策協議の継続を求め、本事業終了後も政策改革の効果を持続させる体制を構築するこ

ととする」と審査調書に明記されているが、後継フェーズの実施が見送られたため、事

後評価時、日蒙双方の関係者ともに、本事業実施後に政策改革の効果を持続させる新た

な体制の構築が想定されているとの認識を持っていなかった。 

なお、事後評価時の 2022 年 2 月に大蔵省と経済開発省の間で組織の再編があり、大

蔵省の組織体制が変更されている27。本事業の窓口の開発金融局は開発金融・投資局に

再編された。 

 

３.３.３ リスクへの対応 

中国のゼロコロナ政策やロシアによるウクライナ侵攻の影響への懸念が高まるなか、

モンゴル政府は、マクロ経済安定の維持、政府の債務返済費用の抑制、国内債券市場の

支援を基本方針とする「政府債務管理戦略 2023～2025 年」を策定しており、事後評価

時、国会で討議が行われている。政府は、優先順位付けを明確にして予算編成すること

で歳出削減を図り、財政赤字を 2021 年の GDP 比 8.8％から 2022 年に 3.6％へ削減する

シナリオを描いている。 

 

４. 結論及び提言・教訓 

４.１ 結論 

本事業は、モンゴル政府の財政・社会・経済分野の政策改革について、財政支援と政

策対話等を通じてその着実な実行を支援することにより、安定的なマクロ経済運営、社

会的弱者支援の促進、経済成長の強化を図り、もってモンゴルの財政・社会・経済安定

化に寄与することを目的に実施された。本事業では、他ドナーとの協調融資を通じて、

財政・金融、社会保護、産業育成等に係る改革を支援しており、モンゴルの開発政策、

開発ニーズと合致している。事業計画やアプローチ等も適切であった。また、日本の開

発協力方針との整合性、関連 JICA 事業との内的整合性、ドナー間の連携や相互補完と

いった外的整合性も十分に認められることから、妥当性・整合性は非常に高い。本事業

はモンゴルのデフォルト（債務不履行）の回避に大きく貢献した。また、本事業の実施

により、歳出削減や歳入拡大、国庫の一元的管理、財政規律の強化等が行われて、財政

安定化や公的債務の削減、外貨準備の拡大に寄与があった。コロナ対策として一部の改

革が一時的に保留・見直されているものの、本事業は、モンゴルのマクロ経済安定化に

 
27 「モンゴル政府決議 76 号 大蔵省の組織体制と職員数の制限」、2022 年 2 月、ウランバートル 
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大きく貢献している。この間、財政・金融政策の引き締めがもたらす副作用から社会的

弱者を守るため、フードスタンププログラム等、社会保護手当の予算が十分に確保され、

貧困がわずかながら改善した。投資環境整備や経済多角化には、長期的な観点から継続

的な支援が必要であるが、産業人材育成やインフラ整備において一定の成果が認められ

る。よって、有効性・インパクトは高い。 

 

４.２ 提言 

４.２.１ 実施機関への提言 

中国のゼロコロナ政策やロシアによるウクライナ侵攻などの外部条件に備える重要

性が高まっている。財政規律を維持しつつ社会的弱者支援を強化するため、ターゲット

化の拡大やプログラムの統廃合といった社会保護制度の効率化を急ぐことが望まれる。

銀行の監督・規制強化やガバナンス強化など、銀行部門改革も着実に実行していく必要

がある。 

 

４.２.２ JICA への提言 

 JICA と大蔵省の間には良好なコミュニケーションが存在するものの、本事業実施後、

日蒙間で政策協議やポリシーマトリクスのモニタリングに関する定期的な会合は開催

されていない。そのため、事後評価時、政策アクションの指標の達成状況を全く把握し

ていない関係機関が少なからず存在した。JICA は政策改革の支援・モニタリングにお

いて、より積極的な役割を果たすことが望まれる。 

 

４.３ 教訓  

(1) 次フェーズ実施の前提条件をポリシーマトリクスに記載することについて再検討

する 

本事業のフェーズ 2 の実施は、ポリシーマトリクスに IMF による EFF オントラック

が前提条件として明記されていたため、EFF がオフトラックとなったことにより自動的

に見送られた。類似案件でも同様の記載が見られるが、後継フェーズの実施に係る最終

判断は JICA 自らが下す裁量の余地を残しておくため、前提条件をあえてポリシーマト

リクスに記載しないという選択もありえたと思われる。本事業は IMF の EFF を中心と

する国際支援枠組みのもとで実施された協調融資ではあるが、ADB は 2019 年にもモン

ゴルに対し一般財政支援を行っている28。ポリシーマトリクスにあえて明記しないこと

で、JICA は IMF の決定に従うジュニアパートナーであるといった印象を与えるのを避

けることもできる。 

 

 
28 2019 年第 3 四半期と第 4 四半期に 3,000 万米ドルと 1 億米ドルの一般財政支援を実施した。ま

た、韓国が 2019 年第 3 四半期に 2,000 万米ドルのプロジェクト融資を行っている。  
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(2) 貸付を複数回に分けて実施することにより改革実行のレバレッジを向上する 

開発政策借款では、比較的短期間で達成状況を確認できる政策アクションを設定する

必要がある一方、政策改革の効果発現には時間がかかるため、継続的な取り組みを要す

る改革の実行を効果的に支援しモニタリングすることが課題となる。そのため、可能で

あれば、貸付を複数回に分けて実行することにより、相手国に政策アクションを迅速か

つ適切に実施させるためのレバレッジとすることが望ましい。本事業でも当初計画され

ていた、貸付ごとに借款契約を調印し複数のフェーズに分けて貸付を行う（フェーズ型）、

もしくは一本の借款契約の中で複数のトランシェに分けて貸付を行うこと（トランシェ

型）が考えられる29。 

 

(3) JICA 関連事業とのさらなる連携強化によって事業効果を高める 

本事業では、関連する技術協力や資金協力事業との連携によって産業人材の育成やイ

ンフラの整備などに一定の成果を上げており、同アプローチが継続的な改革の支援に有

効であることが認められる。ポリシーマトリクスの策定にあたって、アプローチをより

積極的に適用したり、関連事業の業務指示書などに政策アクション支援やモニタリング

業務を明示したりすることによって、開発政策借款の効果発現をさらに高めることが期

待できる。 

 

５. ノンスコア項目 

５.１ 適応・貢献 

５.１.１ 客観的な観点による評価 

本事業では、審査時、緊急性を要する案件について多岐にわたる実施関係機関や複数

のドナーとの協議・調整を行いながら取りまとめることが求められた。難易度が高い案

件であったが、JICA 地域部とモンゴル事務所が中心となって、ポリシーマトリクスの

策定・合意に係る協議や情報収集を機動的に遂行した。ドナー間で情報交換を重ねなが

ら、マクロ経済状況や政策課題を分析し、相互に整合性の高いポリシーマトリクスを策

定したことは、他ドナーからも評価されている。また、審査ミッション（2017 年 5 月）

では、大蔵省や省庁間ワーキンググループと事前に調整を図り、大蔵省の一室で各実施

関係機関と入れ替わり順番に協議できるようにするなど、限られた時間内で多くの関係

者と協議するための工夫を凝らした。 

このように、JICA が機会を捉えて対応できた理由の一つとして、JICA 事務所が大蔵

省や他省庁・機関関係者と普段から良好なコミュニケーションを構築・維持していたこ

とが挙げられる。JICA モンゴル事務所には、日本語能力が非常に高く JICA 事業と現地

事情を熟知する経験豊富なナショナルスタッフが在籍している。審査時、ナショナルス

 
29 ただし、ポリシーマトリクスは借款契約で規定されるため、マトリクスを変更する必要がある場合

は、フェーズ型を採用する必要がある。  
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タッフは地域部の担当者と一体になって業務にあたり、その知見や内外の関係者との間

で築いていたネットワークを活かして、ポリシーマトリクスの策定や合意に係る広範な

取りまとめに貢献している。 

 

５.２ 付加価値・創造価値 

JICA は、「経済成長の強化」分野を中心に、対モンゴル支援で重視している人材育成

や法制度整備などの政策アクションを組み入れたポリシーマトリクスを策定した。その

結果、政策改革の実行支援において、JICA 独自の強みを発揮しつつ、他ドナーの支援

を補完することに一定程度の成果を上げている。財務分野においても、「国税庁徴税機

能強化及び国際課税取組支援プロジェクト」が、国際課税分野の担い手となる職員の人

材育成や税制改革において、日本の経験を活かした支援や助言を行い、自力執行権の導

入など歳入基盤強化に貢献した。 

 

以上 
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別添 ポリシーマトリクス達成状況一覧表 

政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 

1. 安定的なマクロ経済運営（財政・準財政・財政規律のアクションは IMF と世銀のポリシーマトリクスと整合、銀行部門のアクションは IMF と ADB のポリシーマトリクスと整合） 

財
政 

1.1 中期財政

運営枠組 
2017 年補正予算及び中期

財政フレームワーク国会

承認 
[IMF] 

IMF プログラムに準拠

した 2018 年予算国会承

認 
[IMF] 

IMF プログラムに準拠した

2018 年予算が 2017 年 11 月

に国会承認された。 

〇 

GDP 比財政

赤字 
17.0% 6.9% 2016 年に GDP 比 15.3%の赤

字だった財政収支は、財政

支援や債務削減の努力に加

え、資源価格の回復による

好調な経済にも助けられ

て、2018 年に黒字に転換、

2019 年は GDP 比 2.0%の赤

字で目標値の赤字幅 6.9%を

大幅に達成。ただし、2020
年以降 COVID-19 感染拡大

の影響に対処するため、歳

出が膨らみ 2020 年と 2021
年はそれぞれ 12.0%と 8.8%
の赤字。予算計画では赤字

幅は 2022 年に 3.6%に縮小

する見込み。 

△ 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
総合収支（%GDP） ▲15.3 ▲6.4 0.1 ▲2.0 ▲12.0 ▲8.8 
基礎的財政収支

（%GDP） 
▲11.2 0.4 5.9 ▲3.4 ▲6.8 ▲2.5 

出所：大蔵省 
注：指標データの定義が IMF と大蔵省で異なる。 

 

1.2 歳出見直

し 
資本支出支払い遅延防止

のため、約束手形プログ

ラムを廃止 
[世銀] 

公共投資合理化ガイドラ

イン閣議承認 
[世銀] 

2018 年末までに公共投資合

理化ガイドラインを閣議承

認することが合意された。 
〇 

約束手形決

済のための

資本支出額 

6,720 億トグ

ログ 
0 トグログ

（2017-2019
年） 

政府は、国会決議 2016/ 
No.47 に基づいて、2016 年

に約束手形の残高を清算し

て、2017 年予算から約束手

形の使用を停止しプログラ

ムを廃止した。 

〇 

関連案件：開発政策・公共投資にかかる情報収集・確認調査（2016 年 10 月～2017 年

2 月） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
約束手形決済のため

の資本支出額 (10
億 MNT) 

659.5 0 0 0 0 0 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 

出所：大蔵省 
 

1.3 歳入拡大 高額所得者の個人所得税

率引き上げ、アルコー

ル・タバコ増税 
[世銀] 

免税制度の簡略化 
[IMF/世銀] 

2018 年 2 月に国会は累進的

な個人所得税を導入。政府

は 2017 年 4 月に改正した物

品税法に基づいて、2018 年

から 2020 年の間にアルコー

ル・タバコ税を 20%引き上

げた。さらに税収を拡大す

るため、自動車税を引き上

げて、ハイブリッド車への

優遇税を引き下げた。 
第二次税制改革（一般税

法、法人所得税法、個人所

得税法の改正）が 2019 年 3
月に国会で承認され、2020
年 1 月に改正一般税法とし

て施行されたことにより、

自力執行権が導入され歳入

基盤が強化された。 

〇 

GDP 比個人

所得税、ア

ルコール・

タバコ税収 

3.3% 3.7% 大蔵省提供のデータでは、

2019 年の税収は名目 GDP
比 3.35%、2021 年も 3.45%
で未達。一方、IMF4 条協議

報告書（2021 年）による

と、個人所得税とアルコー

ル・タバコ税収は 2019 年

GDP 比 4.7%、2020 年 4.4%
で達成済み。 

△ 

関連案件：国税庁徴税機能強化及び国際課税取組支援プロジェクトフェーズ 1、同フ

ェーズ 2（2013 年 11 月～2016 年 10 月、2017 年 1 月～2020 年 1 月） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
個人所得税収

（%GDP） 
2.19 2.32 2.50 2.37 2.19 2.58 

アルコール・タバコ

税（%GDP） 
1.18 1.09 1.00 0.98 0.93 0.87 

合計 3.37 3.41 3.5 3.35 3.12 3.45 

出所：大蔵省 
注：指標データの定義が IMF と大蔵省で異なる。 

 

準
財
政 

1.4 モンゴル

開発銀行

改革 

モンゴル開発銀行による

資本支出停止 
[世銀] 

包括的外部監査実施、結

果の一般公表 
[世銀] 

2017 年にデロイトが監査を

実施し、結果が一般公表さ

れた。 
〇 

モンゴル開

発銀行によ

る資本支出 

2,520 億トグ

ログ 
0 トグログ 政府は国会決議 2016/No.81

と政府決議 2016/No.298 に

基づいて、2017 年に開発銀

行法を改正し、開発銀行に

よる非商業公共投資支出を

停止した。 

〇 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
モンゴル開発銀行に

よる資本支出（10
億 MNT） 

237.2 0 0 0 0 0 

出所：大蔵省 
 

1.5 モンゴル

中央銀行

改革 

モンゴル中央銀行による

住宅貸付プログラム停止 
[IMF/世銀] 

効率的な住宅貸付プログ

ラムとなるよう制度再構

築 
[IMF/世銀] 

2017 年 11 月にモンゴル中央

銀行と大蔵省は住宅貸付プ

ログラムの適切な仕組み作

りに向けて協力する旨の覚

書を更新した。 

〇 

モンゴル中

央銀行によ

る住宅貸付

プログラム

純貸付額 

4,040 億トグ

ログ 
0 トグログ 2018 年に大蔵省との間で交

わされた合同法令（285/A-
334）に基づいて、2020 年 1
月に中央銀行は住宅貸付プ

ログラムを停止し、プログ

ラムを政府に移管した。し

△ 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
かし、2020 年 4 月に成立し

たコロナ感染対策法によ

り、中央銀行は同年 5 月に

プログラムを再開し、2023
年末まで住宅貸付を継続す

ることになった。中央銀行

が 60%、商業銀行が 40%の

資金を拠出して、年間およ

そ 7,000 億トグログが住宅

貸付に支出されている。た

だし、中央銀行は、ゼロ純

貸付額の原則に則って、貸

付額を過去の貸付への返済

金額内に限っているため、

中央銀行の残高及び国家予

算への影響はない。 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 

2021-
2023 
(as of 
Feb. 

2023) 
モンゴル中央銀行に

よる住宅貸付プログ

ラム純貸付額（10
億 MNT） 

▲24.4 ▲50.1 ▲55.6 ▲0.9 ▲113.2 ▲102.5 

出所：モンゴル銀行 
 

財
政
規
律 

1.6 財政協議

会設立 
 財政協議会設立に向けた

関連法改正 
[IMF] 

統合予算法が改正され、

2017 年 12 月の国会決議によ

り「財政安定化評議会」が

設立された。 

〇 

財政協議会

の設立 
未設立 
 

設立 国会決議 2017/No.83 に基づ

いて、財政協議会が設立さ

れ、予算常任委員会のもと

で役割を果たしている。 

〇 

1.7 大蔵省予

算統制権

強化 

 国会による歳出拡大圧力

を防ぐための統合予算法

改正 
[IMF] 

2017 年 11 月に歳出拡大圧力

を防ぐための統合予算法と

国会手続法の改正が国会で

承認され、国会が特定事業

の予算を増加させる場合

は、他の事業予算を同額だ

け削減する PAYGO 原則が

確立された。 

〇 

国会による

歳出拡大圧

力を防ぐた

めの統合予

算法の改正 

未改正 改正され、

財政赤字が

低減 

2017 年 11 月に統合予算法

が改正された。2016 年に

GDP 比 15.3%の赤字だった

財政収支は 2018 年に黒字に

転換、2019 年は GDP 比

2.0%の赤字で目標値の赤字

幅 6.9%を大幅に達成。ただ

し、2020 年以降 COVID-19

△ 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
感染拡大の影響に対処する

ため、歳出が膨らみ 2020 年

と 2021 年はそれぞれ 12.0%
と 8.8%の赤字となった。 

関連案件：内部監査能力向上支援プロジェクトフェーズ 1、同フェーズ 2（2012 年 1
月～2014 年 7 月、2014 年 9 月～2017 年 8 月） 

銀
行
部
門 

1.8 不良債権

対策 
資産管理会社設立に向け

た省庁横断ワーキングル

ープ設立 
[ADB/IMF] 

透明性のある不良債権処

理の進展 
[ADB/IMF] 

2017 年 2 月の中央銀行総

裁、大蔵大臣、金融規制委

員会委員長の合同決議によ

りワーキンググループが設

立され、企業債務再編委員

会の設立に向けた法案が起

草された。2017 年末までに

プライスウォーターハウス

が企業融資の 91%をカバー

する資産査定（AQR）を完

了した。 

△ 

資産管理会

社の設立 
未設立 設立 2019 年 7 月に資産管理会社

（AMC）を設立する法案が

国会に提出されたが承認さ

れていない。AMC の役割に

ついて、主要ドナーや BOM
の間でコンセンサスが得ら

れておらず、AMC の設立を

推進する ADB に対して、

IMF は、①モラルハザード

の発生、②設立に必要な財

源、③AMC のガバナンスと

いった問題への懸念から、

銀行の資本増強と再編を優

先する立場を取っている。 

× 

1.9 銀行監

督・規制

強化 

モンゴル中央銀行が銀行

業界再編ステップを提示 
[ADB] 

モンゴル中央銀行が国際

的慣習に則った資本規

制、早期介入措置を実施 
[ADB/IMF] 

2018 年 1 月に国会で新しい

モンゴル銀行法が承認さ

れ、中央銀行総裁の下、金

融政策委員会及び監督・監

視委員会、諮問機関による

意思決定プロセスが導入さ

れた。 

〇 

国際的慣習

に則った資

本規制、早

期介入措置

の実施 

未実施 実施され、

未達銀行の

業界再編が

進展 

2018 年から 2021 年にかけ

てモンゴル銀行法が相次い

で改正され、早期介入措置

や破綻処理に向けた整備が

なされ、銀行監督・規制強

化に向けた枠組みが整備さ

れた。IMF は AQR の実施と

資本規制未達銀行の資本増

強・国有化（システム上重

要な 5 大銀行の場合）もし

くは統合・再編（中小銀行

の場合）を求めているが、

中央銀行は、バーゼルⅡやⅢ
等の銀行規制が資本市場の

未発達なモンゴルに直ちに

厳密に適用されるべきでは

ないとの立場を取ってい

る。中央銀行は、資本増強

△ 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
と株主集中排除を目的とし

て、2021 年 2 月に銀行法を

改正し、5 大銀行に対して

2022 年 6 月末までに新規上

場（IPO）することを義務づ

けると同時に、2023 年末ま

でにすべての商業銀行に対

して単一株主の株式持分の

上限を 20％とする出資規制

を発表した。IMF は中央銀

行の改革努力を評価しつつ

も、AQR の実施を優先すべ

きであるとして 2022 年 5 月

に IPO の延期を要請、BOM
は IPO の期限を 1 年間延期

することに同意した。 
資本規制未達銀行が統合さ

れた事例はない。（ただし、

2021 年の Credit Bank と
Transport and Development 
Bank の統合は、中央銀行に

よる銀行の自己資本の引き

上げに関連している。） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
（資本規制未達銀行

再編による）銀行

統合件数 
0 0 0 0 0 0 

出所：モンゴル銀行 
 

1.10 銀行ガバ

ナンス強

化 

金融セクターのガバナン

ス向上の段階を示した経

済再生計画国会承認 
[ADB] 

長期的金融市場発展戦略

策定 
[ADB] 

2017 年 10 月に長期的金融市

場発展戦略が閣議決定され

た。 

〇 

長期的金融

市場発展戦

略の策定 

未策定 策定され、

外資系銀行 
の参入が促

進 

政府は 2017 年 10 月に 2025
年までの長期的金融市場発

展戦略を策定。金融セクタ

ーのガバナンス強化に向け

た枠組みが整備された。た

だし、IMF や ADB は実行面

で課題があると見ている。 
法律上、外国銀行でもライ

センスを取得すれば、預金

取扱機関として認められる

△ 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
が、100%外国資本の銀行の

参入事例はない。 

2. 社会的弱者支援の促進 
 2.1 社会的弱

者への補

助金ター

ゲット化 

2017 年補正予算でのター

ゲット化したフードスタ

ンププログラム予算額維

持 
[世銀] 

中期財政フレームワーク

に即し、フードスタンプ

プログラム予算額増加 
[世銀] 

予算額は 2017 年の 20 億ト

グログから 2018 年の 36 億

トグログに増加した。 

〇 

・フードス

タンププロ

グラム支給

対象世帯 
・同世帯当

たり支給額 

・26,000 世
帯 
・45,500 ト
グログ/世帯 

基準値に比

べ世帯数及

び支給額と

もに増加 

フードスタンププログラム

の受給世帯数は 2016 年から

2019 年にかけて 70％以上増

加し、世帯当たり支給額

（月額）も 2016 年の 45,500
トグログから 2017 年～2019
年は 56,000 トグログに 23％
増額された。2020 年にはコ

ロナ対策として、世帯当た

り支給額が 112,000 トグロ

グにまで一時引き上げられ

ている。2021 年の受給世帯

数が減少したのは、支給対

象基準を満たす世帯数が減

少したため。 

〇 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
支給対象世帯数 26,076 45,458 47,311 44,801 44,348 31,160 
世帯当たり支給額 
(MNT) 

45,500 56,000 56,000 56,000 112,000 56,000 

出所：大蔵省 
  

2.2 サービス

デリバリ

ー強化 

医療指導者養成ワークシ

ョップ政策策定のための

政府手続き承認 
[JICA] 

医療指導者養成ワークシ

ョップ政策及び指針承認 
[JICA] 

保健省は、2017 年 9 月に研

修ワークショップに係る指

針を承認した。 
〇 

医療指導者

養成ワーク

ショップ 

医療指導者

養成ワーク

ショップ政

策提案がワ

ーキンググ

ループで議

論 

医療指導者

養成ワーク

ショップを

政策に基づ

き継続実施 

指導医講習会は、モンゴル

に完全に根づいており、

2019 年 11 月時点で 20 回以

上のワークショップが実施

されて、500 人を超す指導

医が育成されている。 

〇 

関連案件：一次及び二次レベル医療施設従事者のための卒後研修強化プロジェクト

（2015 年 5 月～2020 年 5 月） 
モンゴル国立医科大での

卒後研修のための省庁間

連携必要性認識 
[JICA] 

卒後研修プログラム実施

フレームワーク強化のた

めの連携プロセス確認 
[JICA] 

2017 年 10 月に保健省、

JICA、国立医科大等の関係

者間で、一次及び二次レベ

ル医療施設従事者のための

卒後研修強化プロジェクト

〇 

卒後研修プ

ログラム実

施フレーム

ワークの策

定 

未策定 
 

実施のため

のフレーム

ワーク確立 

日本の研修医制度を基に、

医師の卒後研修カリキュラ

ムが開発され、研修指導者

を育成するファシリテータ

ーや指導者が養成されてい

〇 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
の調整会議が開催された。 る。2018 年 10 月にオルホ

ン県の地域診断医療センタ

ーで卒後研修が実施され、

そのほか国立第 3 病院等、

四つの病院が研修指定病院

に登録されている。 
関連案件：同上、日本モンゴル教育病院運営管理及び医療サービス提供の体制確立プ

ロジェクト（2017 年 3 月～2022 年 3 月）、日本モンゴル教育病院建設計画（2015 年 5
月 G/A 調印）  

2.3 社会的弱

者の生活

環境改善 

ゲル地区開発を含むマス

タープラン実施計画閣議

承認 
[JICA] 

土地区画整理事業対象モ

デル候補地区の選定 
[JICA] 

2018 年 3 月の事業完了報告

時、ウランバートル市マス

タープラン計画・実施能力

改善プロジェクトによっ

て、選定された地区に関す

る分析と調査が実施された

ことが確認されている。 
〇 

土地区画整

理事業対象

モデル地区

の選定と開

発 

モデル地区

未選定 
モデル地区

のインフラ

開発進展 

チンゲルテイとスフバート

ルの二つのゲル地区が土地

区画整理事業対象モデル地

区に選定され、両地区の約

420 世帯を対象に水道（チ

ンゲルテイは上下水、スフ

バートルは下水のみ）や暖

房システムを備えたモデル

地区が開発された。チンゲ

ルテイでは約 85%、スフバ

ーターでは約 55%の世帯が

水道や暖房システムに接続

された。その後、モデル地

区の開発は、予算不足のた

め実施されていない。 

〇 

関連案件：ウランバートル市マスタープラン計画・実施能力改善プロジェクト（2014
年 9 月～2018 年 12 月） 

国家大気汚染削減プログ

ラム閣議承認 
[JICA] 

ゲル地区の非効率石炭燃

焼のエネルギー転換促進 
[JICA] 

2018 年 1 月に国会は、大気

法や大気汚染課金法等の改

正を承認した。 

〇 

大気汚染物

質 
PM2.5 - 256
㎍/m3 
PM10 - 279
㎍/m3 
SO2 - 89 ㎍
/m3 

基準値に比

べ改善 
2018 年 2 月の国会決議によ

り、ウランバートル市では

2019 年 5 月以降、粗炭の使

用が（一部ライセンスを有

する企業を除いて）禁止さ

れ、効率性の高い石炭の使

用が推進されている。 
国家統計局のデータによる

と、大気中の粒子状物質

PM2.5 及び PM10 の含有量

の年平均値はそれぞれ 2019
年と 2020 年以降大きく低下

△ 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
している。一方、二酸化硫

黄（SO2）大気中濃度の年

平均値は、おそらく交通量

の大幅な増加のため、2019
年以降大幅に増えている。

（そのほかの理由として、

近年ロシアから輸入されて

いるガソリンや軽油の質が

劣化しているためという説

もある。） 
関連案件：ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクトフェーズ 1、同フェ

ーズ 2（2010 年 3 月～2013 年 3 月、2013 年 12 月～2017 年 6 月） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
PM2.5 (mg/m3) 0.070 0.069 0.062 0.088 0.043 0.042 
PM10 (mg/m3) 0.116 0.123 0.118 0.093 0.089 0.080 
SO2 (mg/m3) 0.026 0.020 0.018 0.026 0.042 0.046 
出所：国家統計局のデータに基づき評価者作成 
注：測定地点は West 4 Road Cross 

 

3. 経済成長の強化 
 3.1 FDI の活性

化 
二国間の健全な投資・経

済交流促進に資する内容

の租税条約締結を目指す

ことで日本モンゴル両政

府は一致 
[JICA] 

二国間の健全な投資・経

済交流促進に資する租税

条約の締結に向けた協議

が進展 
[JICA] 

IMF 租税ワーキンググルー

プと協議の上、租税法の改

正案に銀行の透明性や自由

な情報交換に係る法規制が

反映された。 

〇 

租税条約の

締結 
未締結 締結（2021

年） 
両国間で租税条約は締結さ

れていない。モンゴル政府

は、国際企業の税務対策に

おいて租税条約が濫用さ

れ、巨額の歳入が海外に流

出しているとみて、過去に

一部の締結済みの条約を破

棄した。その後、新たな租

税条約の締結に慎重になっ

ていると見られ、日本に限

らず新たな二国間の租税条

約を締結していない。だた

し、両国の関係者の間で技

術的な協議が数回にわたっ

て行われている。 

× 

日本モンゴル経済連携協

定発効 
[JICA] 

投資問題の改善を通じた

直接投資の増大 
[JICA] 

2018 年 3 月の事業完了報告

時、国家開発庁が投資促進

のためのワンストップサー

〇 
登録日本企

業数 
557 社

（2015 年 8
月） 

基準値に比

べ増加 
2016 年～2020 年にかけて新

たに日本企業 99 社がモンゴ

ルで登録している。2020 年

〇 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
ビス設立の計画を進めてい

たことが確認されている。 
末の（累積）登録日本企業

数は 670 社。（ただし、2015
年 8 月の基準値を含め、登

録企業数データには登録抹

消した企業が含まれたまま

になっていると思われる。） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
新規登録日本企業数 15 17 38 20 9 -- 
出所：経済開発省 

 

 3.2. 投資環境

整備と経

済多角化 

新ウランバートル国際空

港開港のためのコンセッ

ション契約交渉開始 
[JICA] 

新ウランバートル国際空

港開港のためのコンセッ

ション契約交渉妥結支

援、空港関連施設の早期

整備 
[JICA] 

2018 年 1 月に日蒙双方がコ

ンセッション契約に係る協

力協定に署名し、2019 年 7
月に日蒙の合弁会社が新空

港の運営権を獲得した。 

〇 

・新ウラン

バートル国

際空港開港

開設状況 
・年間旅客

数 
・GDP 比観

光業 

・未開港 
・100 万人 
・1.0%
（2015 年） 

・開港 
・120 万人 
・1.2% 

建設から運営までを日本企

業連合が手掛けた新ウラン

バートル国際空港は、コロ

ナ禍もあって開港が遅れて

いたが、2021 年 7 月に開港

した。 
旅客数は 2017 年に既に 125
万人を超え、2019 年には

162 万に達していたが、コ

ロナ禍で 2020 年は 45 万弱

に減少した。 
コロナ禍前の 2019 年に観光

業は GDP の 7.2%を占めて

いた（世銀）。 

△ 

関連案件：新ウランバートル国際空港建設事業（I）、同（II）（2008 年 5 月 L/A 調印、

2015 年 4 月 L/A 調印） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
国際

線旅

客数 
790,459 926,951 1,020,891 1,188,204 285,674 -- 

国内

線旅

客数 
232,586 325,055 401,607 433,367 161,804 -- 

合計 1,023,045 1,252,006 1,422,498 1,621,571 447,478 -- 
出所：国家統計局 

 

証券会社監督ガイドライ

ン更新 
[JICA] 

資本市場人材育成制度刷

新 
[JICA] 

2017 年 12 月に「資本市場テ

キストブック」が作成され

た。 
〇 

国際基準の

証券外務員

人数 

0 人 100 人 モンゴル証券取引者協会に

よって、ディーラー、ブロ

ーカー、投資アドバイザー

〇 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
といった専門家のための研

修が実施されており、2021
年には 286 人の証券外務員

が新たに養成されて、延べ

人数は 969 人に達した。本

資格認定への関心が高まっ

ている。コロナ禍のため

2021 年はオンラインで研修

を 3 回実施し、試験もオン

ラインで行っている。 
関連案件：資本市場規制・監督能力向上プロジェクト（2014 年 7 月～2017 年 6 月） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
国際基準の証券外

務員人数 
0 149 180 172 182 286 

出所：金融規制委員会 
 

競争法改正に向けたセミ

ナー実施、及びワーキン

ググループ設置 
[JICA] 

競争法改正案国会提出、

関連規則整備開始 
[JICA] 

日本の公正取引委員会の協

力を得て、競争法の改正案

について助言等がなされ、

2017 年 11 月に公正競争・消

費者保護庁（AFCCP）から

副首相に改正案が提出され

た。2018 年 5 月に副首相か

ら司法・内務省及び大蔵省

に改正案の承認を求めるレ

ターが発出されたが、改正

案はその後、差し戻されて

いる。2019 年 12 月に新たな

改正案がいったん国会に提

出されたが、憲法が改正さ

れたことを受け、改正案を

修正後の憲法に整合するよ

う修正し再提出するよう求

める国会決議が採択され、

改正案は却下された。 

△ 

競争法改正

案 
未起草 競争法改正

案・関連規

則施行 

競争法改正案は国会に提出

されていない。2020 年の国

会選挙後、国会にイノベー

ション・電子政策常任委員

会と産業政策常任委員会が

設置され、さらに文化省が

設立されたことにより、改

正案はこれらの常任委員会

や文化省でも審議が必要と

なった。AFCCP は、2021 年

7 月に最新の改正案を副首

相に提出し、閣議に提出す

る承認を司法・内務省と大

蔵省に求めたが、両省は改

正案に同省のコメントが十

分に反映されていないとし

て、閣議への提出を認めな

かった。 

× 

関連案件：公正競争環境改善プロジェクト（2015 年 9 月～2018 年 9 月） 
日本の高等専門学校に対

する留学生派遣開始 
[JICA] 

産業多角化に資する技術

人材養成 
[JICA] 

2018 年 3 月の事業完了報告

時、54 人の留学生が高等専

門学校で学んでいたことが

〇 
日本の高等

専門学校に

対する留学

24 人 70 人 留学生派遣数は 2019 年に累

計で 115 人、2021 年 1 月時

点で 177 人に達している。

〇 
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政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
確認されている。 生派遣数 2024 年 3 月までに 200 人の

留学生を派遣することが目

標となっている。 
関連案件：工学系高等教育支援事業（2014 年 3 月 L/A 調印） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
日本の高等専門学

校に対する留学生

派遣数（累計） 
30 56 85 115 149 177 

出所：教育科学省 
 

ビジネス人材育成事業の

強化を含む、モンゴル日

本人材開発センターの中

期事業計画策定 
[JICA] 

ビジネスコースを受講す

る中小企業数増加 
[JICA] 

2018 年 3 月の事業完了報告

時、同年 2 月末までに累計

で 527 社がビジネスコース

を受講したことが確認され

ている。 
〇 

ビジネスコ

ース受講中

小企業数 

468 社

（2015 年ま

での累計） 

600 社

（2019 年ま

での累計） 

2019 年末に累計で 843 社、

2021 年末時点で 1,098 社

が、モンゴル・日本センタ

ーの代表的コースである、

「通常コース」（中小企業経

営診断・指導実践講座）を

受講した。通常コースは、

2022 年現在、秋期と冬期の

年 2 回開講されており、経

営者クラス 6 科目と管理職

クラス 4 科目から成る。 

〇 

関連案件：モンゴル日本人材開発センタービジネス人材育成・交流拠点機能強化プロ

ジェクト（2015 年 4 月～2020 年 4 月） 

指標 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ビジネスコース受

講中小企業数（累

計） 
542 624 707 843 958 1098 

出所：モンゴル日本人材開発センター 
 

日本及びモンゴルでビジ

ネス環境セミナー開催、

ビジネス環境ガイド等発

行 
[JICA] 

モンゴルでフォローアッ

プセミナー開催、ビジネ

スマッチング強化 
[JICA] 

2017 年 11 月に東京で日本モ

ンゴル・ビジネスフォーラ

ム（インベストモンゴリア

東京 2017）が開催された。

また、2018 年 2 月には

JETRO 本部でビジネスセミ

ナーが、2018 年 11 月にはイ

ンベストモンゴリア東京

2018 が開催されている。 

〇 

モンゴルで

のセミナー

参加企業数 

30 社 100 社

（2019 年ま

での累計） 

モンゴルでフォローアップ

セミナーが開催されていな

いため未達。ただし、2019
年 12 月に東京で開催された

日本モンゴル・ビジネスフ

ォーラム（インベストモン

ゴリア東京 2019）には、日

本の企業や政府機関から

200 人以上、モンゴル側か

ら 40 人以上が参加した。ま

× 



2022 年 7 月 1 日現在 

 

12 

政策項目 
主なプライヤーアクショ

ン（これまでの改革努

力） 

今後講ずべき主な政策ア

クション（次フェーズの

トリガー） 

政策アクション 
（次フェーズのトリガー） 

の達成状況 
（〇＝達成、△＝一部達成、 

×＝未達成） 

指標名 
基準値

（2016 年 12
月） 

目標値

（2019 年 12
月） 

政策アクション指標の 
目標値の達成状況 

（〇＝達成、△＝一部達成、 
×＝未達成） 前提条件 

IMF の EFF を含む国際支

援枠組み組成 
IMF のレビューにより

EFF オントラック 
た、2021 年 5 月には同フォ

ーラムがオンラインで開催

され、日蒙双方から 400 人

以上が参加している。 
関連案件：投資環境・促進にかかる情報収集・確認調査（2015 年 11 月～2017 年 3
月） 

農牧業分野のモンゴル政

府代表団が訪日 
[JICA] 

農牧業分野の新規協力案

件形成のためのワーキン

ググループ設置 
[JICA] 

2018 年 3 月の事業完了報告

時、農牧業バリューチェー

ンマスタープランプロジェ

クトへの協力要請がモンゴ

ル政府より提出されたこと

が確認されている。 

〇 

農牧業分野

の新規案件 
未形成 案件が採

択・開始さ

れる 

農牧業バリューチェーンマ

スタープランプロジェクト

（2020 年 12 月～2023 年 12
月）の R/D が 2019 年 9 月に

署名された。2020 年以降、

そのほか 6 案件が農牧業分

野で実施されている。 

〇 

関連案件：農牧業セクターにかかる情報収集・確認調査（2016 年 12 月～2017 年 6
月） 

注 1 下線部のアクションは JICA の技術協力等に関係するもの。 

注 2 [IMF]/[世銀]/[ADB]は当該政策アクションがそれぞれ IMF、世銀、ADB のポリシーマトリクスから採用されたことを示す。[JICA]は JICA 独自の政策アクションであることを示す。 


